
〇
経
済
産
業
省
令
第 

 
 

号 
高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
容
器
保
安
規
則
等
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和 

 

年 
 

月 
 

 

日 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

経
済
産
業
大
臣 

名 
 

 

容
器
保
安
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 

（
容
器
保
安
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

容
器
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）



改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
 

 

（
刻
印
等
の
方
式
） 

第
八
条 

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
刻
印
を
し

よ
う
と
す
る
者
は
、
容
器
の
厚
肉
の
部
分
の
見
や
す
い
箇

所
に
、
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い
よ
う
に
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
項
を
そ
の
順
序
で
刻
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 一
～
十
五 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

 

（
刻
印
等
の
方
式
） 

第
八
条 

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
刻
印
を

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
容
器
の
厚
肉
の
部
分
の
見
や
す
い

箇
所
に
、
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い
よ
う
に
次
の
各
号

に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
順
序
で
刻
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

一
～
十
五 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

 

（
表
示
の
方
式
） 
（
表
示
の
方
式
） 



第
十
条 

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
を
し

よ
う
と
す
る
者
（
容
器
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
あ
ら
か
じ
め

明
ら
か
な
場
合
に
お
い
て
当
該
容
器
の
製
造
又
は
輸
入
を

し
た
者
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に

従
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

容
器
の
外
面
に
容
器
の
所
有
者
（
当
該
容
器
の
管
理

業
務
を
委
託
し
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
容
器
の
所
有

者
又
は
当
該
管
理
業
務
受
託
者
）
の
氏
名
又
は
名
称
、

住
所
及
び
電
話
番
号
（
次
項
に
お
い
て
「
氏
名
等
」
と

い
う
。
）
を
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に

第
十
条 

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
を
し

よ
う
と
す
る
者
（
容
器
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
あ
ら
か
じ
め

明
ら
か
な
場
合
に
お
い
て
当
該
容
器
の
製
造
又
は
輸
入
を

し
た
者
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に

従
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

容
器
の
外
面
に
容
器
の
所
有
者
（
当
該
容
器
の
管
理

業
務
を
委
託
し
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
容
器
の
所
有

者
又
は
当
該
管
理
業
務
受
託
者
）
の
氏
名
又
は
名
称
、

住
所
及
び
電
話
番
号
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
氏
名

等
」
と
い
う
。
）
を
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し



掲
げ
る
容
器
に
あ
つ
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。 

イ 
液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮

天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置

用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

及
び
高
圧
ガ
ス
運
送
自
動
車
用
容
器
の
う
ち
、
自
動

車
又
は
二
輪
自
動
車
に
固
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
て

、
道
路
運
送
車
両
法
第
五
十
八
条
の
自
動
車
検
査
証

（
以
下
単
に
「
自
動
車
検
査
証
」
と
い
う
。
）
、
道

路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
六
十
三
条
の
二
第
三
項

、
次
に
掲
げ
る
容
器
に
あ
つ
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。 

イ 

液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮

天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置

用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

及
び
高
圧
ガ
ス
運
送
自
動
車
用
容
器
の
う
ち
、
自
動

車
又
は
二
輪
自
動
車
に
固
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
て

、
道
路
運
送
車
両
法
第
五
十
八
条
に
定
め
る
自
動
車

検
査
証
（
以
下
単
に
「
自
動
車
検
査
証
」
と
い
う
。

）
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
六
十
三
条
の
二



の
軽
自
動
車
届
出
済
証
又
は
道
路
運
送
車
両
法
第
三

十
三
条
の
譲
渡
証
明
書
そ
の
他
適
当
な
書
類
に
記
載

さ
れ
た
自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
の
所
有
者
又
は
譲

受
人
と
容
器
の
所
有
者
が
同
一
で
あ
る
も
の 

 

ロ 

（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 

 

第
三
項
に
定
め
る
軽
自
動
車
届
出
済
証
又
は
道
路
運

送
車
両
法
第
三
十
三
条
に
定
め
る
譲
渡
証
明
書
そ
の

他
適
当
な
書
類
に
記
載
さ
れ
た
自
動
車
又
は
二
輪
自

動
車
の
所
有
者
又
は
譲
受
人
と
容
器
の
所
有
者
が
同

一
で
あ
る
も
の 

ロ 

（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 

（
附
属
品
検
査
の
申
請
） 

第
十
四
条 

法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ

り
附
属
品
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
三
の

（
附
属
品
検
査
の
申
請
） 

第
十
四
条 

法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ

り
、
附
属
品
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
三



附
属
品
検
査
申
請
書
を
附
属
品
の
所
在
地
（
附
属
品
の
製

造
の
事
業
を
行
う
者
の
製
造
す
る
附
属
品
に
つ
い
て
は
事

業
所
の
所
在
地
、
輸
入
を
し
た
附
属
品
に
つ
い
て
は
附
属

品
の
陸
揚
地
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
管
轄

す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
（
内
容
積
が
五
百
リ
ッ
ト
ル
以

下
の
容
器
（
鉄
道
車
両
に
固
定
す
る
容
器
を
除
く
。
）
に

装
置
す
る
附
属
品
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
附
属
品
の

所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
当
該
附
属
品
が
指

定
都
市
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
附
属
品

に
係
る
事
務
が
令
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
事
務
に
該
当

し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
附
属
品
の
所
在
地
を
管

の
附
属
品
検
査
申
請
書
を
附
属
品
の
所
在
地
（
附
属
品
の

製
造
の
事
業
を
行
う
者
の
製
造
す
る
附
属
品
に
つ
い
て
は

事
業
所
の
所
在
地
、
輸
入
を
し
た
附
属
品
に
つ
い
て
は
附

属
品
の
陸
揚
地
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
管

轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
（
内
容
積
が
五
百
リ
ッ
ト
ル

以
下
の
容
器
（
鉄
道
車
両
に
固
定
す
る
容
器
を
除
く
。
）

に
装
置
す
る
附
属
品
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
附
属
品

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
当
該
附
属
品
が

指
定
都
市
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
附
属

品
に
係
る
事
務
が
令
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
事
務
に
該

当
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
附
属
品
の
所
在
地
を



轄
す
る
指
定
都
市
の
長
。
第
七
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

）
、
協
会
又
は
指
定
容
器
検
査
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

管
轄
す
る
指
定
都
市
の
長
。
第
七
十
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
）
、
協
会
又
は
指
定
容
器
検
査
機
関
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

（
附
属
品
検
査
の
刻
印
） 

第
十
八
条 

法
第
四
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
刻

印
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
附
属
品
の
厚
肉
の
部
分
の
見

や
す
い
箇
所
に
、
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い
よ
う
に
次

の
各
号
（
ア
セ
チ
レ
ン
容
器
に
用
い
る
溶
栓
式
安
全
弁
に

あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
七
号
）
に
掲

げ
る
事
項
を
そ
の
順
序
で
刻
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
附
属
品
検
査
の
刻
印
） 

第
十
八
条 

法
第
四
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

刻
印
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
附
属
品
の
厚
肉
の
部
分
の

見
や
す
い
箇
所
に
、
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い
よ
う
に

次
の
各
号
（
ア
セ
チ
レ
ン
容
器
に
用
い
る
溶
栓
式
安
全
弁

に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
七
号
）
に

掲
げ
る
事
項
を
そ
の
順
序
で
刻
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い



た
だ
し
、
刻
印
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
附
属
品
に
つ
い

て
は
、
他
の
薄
板
に
刻
印
し
た
も
の
を
取
れ
な
い
よ
う
に

附
属
品
の
見
や
す
い
箇
所
に
溶
接
を
し
、
は
ん
だ
付
け
を

し
、
又
は
ろ
う
付
け
を
し
た
も
の
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え

る
こ
と
が
で
き
る
。 

一
～
八 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
安
上
支
障
が
な
い
も

の
と
し
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
式
に
適
合
し
て
い
る
場

合
又
は
刻
印
の
方
式
に
つ
い
て
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を

受
け
た
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
方
式
又

は
当
該
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
方
式
に
従
つ
て

。
た
だ
し
、
刻
印
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
附
属
品
に
つ

い
て
は
、
他
の
薄
板
に
刻
印
し
た
も
の
を
取
れ
な
い
よ
う

に
附
属
品
の
見
や
す
い
箇
所
に
溶
接
を
し
、
は
ん
だ
付
け

を
し
、
又
は
ろ
う
付
け
を
し
た
も
の
を
も
つ
て
こ
れ
に
代

え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一
～
八 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
安
上
支
障
が
な
い
も

の
と
し
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
式
に
適
合
し
て
い
る
場

合
又
は
刻
印
の
方
式
に
つ
い
て
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を

受
け
た
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
方
式
又

は
当
該
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
方
式
に
従
つ
て



法
第
四
十
九
条
の
三
第
一
項
の
刻
印
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

一 

船
舶
安
全
法
の
適
用
を
受
け
る
附
属
品
に
あ
つ
て
は

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

イ 

（
略
） 

ロ 

同
法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
検
査
に
合
格
し

た
附
属
品
に
あ
つ
て
は
、
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
（

昭
和
三
十
八
年
運
輸
省
令
第
四
十
一
号
）
第
四
十
五

条
第
一
項
の
証
印 

ハ 

同
法
第
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
検
定
に
合

格
し
た
附
属
品
に
あ
つ
て
は
、
船
舶
等
型
式
承
認
規

法
第
四
十
九
条
の
三
第
一
項
の
刻
印
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

一 

船
舶
安
全
法
の
適
用
を
受
け
る
附
属
品
に
あ
つ
て
は

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

イ 

（
略
） 

ロ 

同
法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
検
査
に
合
格
し

た
附
属
品
に
あ
つ
て
は
、
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
（

昭
和
三
十
八
年
運
輸
省
令
第
四
十
一
号
）
第
四
十
五

条
第
一
項
に
定
め
る
証
印 

ハ 

同
法
第
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
検
定
に
合

格
し
た
附
属
品
に
あ
つ
て
は
、
船
舶
等
型
式
承
認
規



則
第
十
五
条
第
一
項
の
証
印 

二 
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第

二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
検
定
対
象
機
械
器
具
等
で
あ

る
附
属
品
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
二
十
一
条
の
九
第
一

項
の
表
示 

三
・
四 

（
略
） 

 

則
第
十
五
条
第
一
項
に
定
め
る
証
印 

二 

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第

二
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
さ
れ
る
検
定
対
象
器
具

等
で
あ
る
附
属
品
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
二
十
一
条
の

九
第
一
項
に
定
め
る
表
示 

三
・
四 

（
略
） 

 

（
液
化
ガ
ス
の
質
量
の
計
算
の
方
法
） 

第
二
十
二
条 

法
第
四
十
八
条
第
四
項
各
号
の
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
算
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

Ｇ
＝
Ｖ
／
Ｃ 

 

（
液
化
ガ
ス
の
質
量
の
計
算
の
方
法
） 

第
二
十
二
条 

法
第
四
十
八
条
第
四
項
各
号
の
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
算
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

Ｇ
＝
Ｖ
／
Ｃ 



こ
の
式
に
お
い
て
Ｇ
、
Ｖ
及
び
Ｃ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数

値
を
表
わ
す
も
の
と
す
る
。 

Ｇ 

液
化
ガ
ス
の
質
量
（
単
位 

キ
ロ
グ
ラ
ム
）
の
数
値 

Ｖ 

容
器
の
内
容
積
（
単
位 

リ
ッ
ト
ル
）
の
数
値 

Ｃ 

低
温
容
器
、
超
低
温
容
器
及
び
液
化
天
然
ガ
ス
自
動

車
燃
料
装
置
用
容
器
に
充
塡
す
る
液
化
ガ
ス
に
あ
つ
て

は
当
該
容
器
の
常
用
の
温
度
の
う
ち
最
高
の
も
の
に
お

け
る
当
該
液
化
ガ
ス
の
比
重
（
単
位 

キ
ロ
グ
ラ
ム
毎

リ
ッ
ト
ル
）
の
数
値
に
十
分
の
九
を
乗
じ
て
得
た
数
値

の
逆
数
（
液
化
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
あ
つ
て
は

、
当
該
容
器
に
充
塡
す
べ
き
液
化
水
素
の
大
気
圧
に
お

こ
の
式
に
お
い
て
Ｇ
、
Ｖ
及
び
Ｃ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数

値
を
表
わ
す
も
の
と
す
る
。 

Ｇ 

液
化
ガ
ス
の
質
量
（
単
位 

キ
ロ
グ
ラ
ム
）
の
数
値 

Ｖ 

容
器
の
内
容
積
（
単
位 

リ
ッ
ト
ル
）
の
数
値 

Ｃ 

低
温
容
器
、
超
低
温
容
器
及
び
液
化
天
然
ガ
ス
自
動

車
燃
料
装
置
用
容
器
に
充
塡
す
る
液
化
ガ
ス
に
あ
つ
て

は
当
該
容
器
の
常
用
の
温
度
の
う
ち
最
高
の
も
の
に
お

け
る
当
該
液
化
ガ
ス
の
比
重
（
単
位 

キ
ロ
グ
ラ
ム
毎

リ
ッ
ト
ル
）
の
数
値
に
十
分
の
九
を
乗
じ
て
得
た
数
値

の
逆
数
（
液
化
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
あ
つ
て
は

、
当
該
容
器
に
充
塡
す
べ
き
液
化
水
素
の
大
気
圧
に
お



け
る
沸
点
下
の
比
重
（
単
位 

キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
リ
ッ
ト

ル
）
の
数
値
に
十
分
の
九
を
乗
じ
て
得
た
数
値
の
逆
数

。
）
、
第
二
条
第
二
十
六
号
の
表
上
欄
に
掲
げ
る
そ
の

他
の
ガ
ス
で
あ
つ
て
、
耐
圧
試
験
圧
力
が
二
十
四
・
五

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の
同
表
Ａ
に
該
当
す
る
容
器
に
充
塡
す

る
液
化
ガ
ス
に
あ
つ
て
は
温
度
四
十
八
度
に
お
け
る
圧

力
、
同
表
Ｂ
に
該
当
す
る
容
器
に
充
塡
す
る
液
化
ガ
ス

に
あ
つ
て
は
温
度
五
十
五
度
に
お
け
る
圧
力
が
そ
れ
ぞ

れ
十
四
・
七
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
と
な
る
当
該
液
化
ガ

ス
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
占
め
る
容
積
（
単
位 

リ
ッ
ト
ル

）
の
数
値
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
次
の
表
の
上

け
る
沸
点
下
の
比
重
（
単
位 

キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
リ
ッ
ト

ル
）
の
数
値
に
十
分
の
九
を
乗
じ
て
得
た
数
値
の
逆
数

。
）
、
第
二
条
第
二
十
六
号
の
表
上
欄
に
掲
げ
る
そ
の

他
の
ガ
ス
で
あ
つ
て
、
耐
圧
試
験
圧
力
が
二
十
四
・
五

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の
同
表
Ａ
に
該
当
す
る
容
器
に
充
塡
す

る
液
化
ガ
ス
に
あ
つ
て
は
温
度
四
十
八
度
に
お
け
る
圧

力
、
同
表
Ｂ
に
該
当
す
る
容
器
に
充
塡
す
る
液
化
ガ
ス

に
あ
つ
て
は
温
度
五
十
五
度
に
お
け
る
圧
力
が
そ
れ
ぞ

れ
十
四
・
七
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
と
な
る
当
該
液
化
ガ

ス
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
占
め
る
容
積
（
単
位 

リ
ッ
ト
ル

）
の
数
値
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
次
の
表
の
上



欄
に
掲
げ
る
液
化
ガ
ス
の
種
類
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
定
数 

液
化
ガ
ス
の
種
類 

定
数 

（
略
） 

液
化
ク
ロ
ル
メ
チ
ル 

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン

三
十
二 

（
略
） 

（
略
） 

一
・
二
五 

一
・
二
四 

 

（
略
） 

 
 

欄
に
掲
げ
る
液
化
ガ
ス
の
種
類
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
定
数 

液
化
ガ
ス
の
種
類 

定
数 

（
略
） 

液
化
ク
ロ
ル
メ
チ
ル 

（
新
設
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

一
・
二
五 

（
新
設
） 

 

（
略
） 

 

（
容
器
再
検
査
の
期
間
） 

第
二
十
四
条 

（
略
） 

（
容
器
再
検
査
の
期
間
） 

第
二
十
四
条 

（
略
） 



２ 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
道
路
運
送
車
両
法
第
六

十
一
条
の
自
動
車
検
査
証
の
有
効
期
間
が
一
年
の
自
動
車

に
固
定
さ
れ
た
状
態
で
液
化
石
油
ガ
ス
を
充
塡
す
る
液
化

石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
が
最
初
に
受
け
る
容

器
再
検
査
に
つ
い
て
は
、
容
器
検
査
合
格
月
の
前
月
の
末

日
か
ら
起
算
し
て
、
当
該
容
器
が
固
定
さ
れ
て
い
る
自
動

車
が
当
該
起
算
日
か
ら
起
算
し
て
六
年
を
経
過
し
て
最
初

に
受
け
る
道
路
運
送
車
両
法
第
六
十
二
条
の
検
査
ま
で
の

間
を
も
つ
て
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
五
号
の
期
間
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

３
・
４ 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
道
路
運
送
車
両
法
第
六

十
一
条
に
定
め
る
自
動
車
検
査
証
の
有
効
期
間
が
一
年
の

自
動
車
に
固
定
さ
れ
た
状
態
で
液
化
石
油
ガ
ス
を
充
塡
す

る
液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
が
最
初
に
受

け
る
容
器
再
検
査
に
つ
い
て
は
、
容
器
検
査
合
格
月
の
前

月
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
、
当
該
容
器
が
固
定
さ
れ
て
い

る
自
動
車
が
当
該
起
算
日
か
ら
起
算
し
て
六
年
を
経
過
し

て
最
初
に
受
け
る
道
路
運
送
車
両
法
第
六
十
二
条
の
検
査

ま
で
の
間
を
も
つ
て
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
五
号
の
期

間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３
・
４ 

（
略
） 



 
（
附
属
品
再
検
査
に
合
格
し
た
附
属
品
の
刻
印
） 

第
三
十
八
条 
法
第
四
十
九
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

刻
印
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
検
査
実
施
者
の
名
称
の
符

号
及
び
附
属
品
再
検
査
の
年
月
日
（
国
際
圧
縮
水
素
自
動

車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置

用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用
容
器
に
装

置
さ
れ
る
べ
き
附
属
品
に
あ
つ
て
は
、
年
月
）
を
第
十
八

条
第
一
項
又
は
第
六
十
八
条
の
刻
印
の
下
又
は
右
に
刻
印

す
る
方
式
に
従
つ
て
刻
印
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
刻
印
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
附
属
品
に
つ
い
て

（
附
属
品
再
検
査
に
合
格
し
た
附
属
品
の
刻
印
） 

第
三
十
八
条 

法
第
四
十
九
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

、
刻
印
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
検
査
実
施
者
の
名
称
の

符
号
及
び
附
属
品
再
検
査
の
年
月
日
（
国
際
圧
縮
水
素
自

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用
容
器
に

装
置
さ
れ
る
べ
き
附
属
品
に
あ
つ
て
は
、
年
月
）
を
第
十

八
条
第
一
項
又
は
第
六
十
八
条
の
刻
印
の
下
又
は
右
に
刻

印
す
る
方
式
に
従
つ
て
刻
印
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
刻
印
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
附
属
品
に
つ
い



は
、
告
示
で
定
め
る
方
式
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と

が
で
き
る
。 

２ 

（
略
） 

 

て
は
、
告
示
で
定
め
る
方
式
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ

と
が
で
き
る
。 

２ 

（
略
） 

 

（
登
録
の
申
請
） 

第
四
十
一
条 

法
第
四
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

同
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
等
製
造
業
者
は
、

様
式
第
十
に
よ
る
登
録
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
（
容
器

又
は
附
属
品
を
製
造
す
る
工
場
又
は
事
業
場
が
一
の
産
業

保
安
監
督
部
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
設
置
さ
れ
て
い
る
容

器
等
製
造
業
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
工
場
又
は
事
業
場
を

（
登
録
の
申
請
） 

第
四
十
一
条 

法
第
四
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

、
同
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
等
製
造
業
者
は

、
様
式
第
十
に
よ
る
登
録
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
（
容

器
又
は
附
属
品
を
製
造
す
る
工
場
又
は
事
業
場
が
一
の
産

業
保
安
監
督
部
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
設
置
さ
れ
て
い
る

容
器
等
製
造
業
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
工
場
又
は
事
業
場



管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
。
以
下
こ
の
条
、
第
四
十

九
条
、
第
五
十
一
条
か
ら
第
五
十
三
条
ま
で
、
第
五
十
七

条
、
第
五
十
九
条
、
第
六
十
三
条
及
び
第
六
十
五
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
そ
の
申
請
に
係
る
工
場
又
は

事
業
場
に
お
け
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
検
査
の
た
め
の

組
織
（
以
下
「
品
質
管
理
の
方
法
等
」
と
い
う
。
）
が
第

四
十
四
条
第
二
項
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
の
う
ち
産
業

標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基

を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
。
以
下
こ
の
条
、
第
四

十
九
条
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
三
条
、

第
五
十
七
条
、
第
五
十
九
条
、
第
六
十
三
条
及
び
第
六
十

五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
そ
の
申
請
に
係
る
工
場
又
は

事
業
場
に
お
け
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
検
査
の
た
め
の

組
織
（
以
下
「
品
質
管
理
の
方
法
等
」
と
い
う
。
）
が
第

四
十
四
条
第
二
項
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
の
う
ち
工
業

標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基



づ
く
日
本
工
業
規
格
（
以
下
「
日
本
工
業
規
格
」
と
い
う

。
）
Ｚ
９
９
０
１
（
１
９
９
４
）
又
は
日
本
工
業
規
格
Ｚ

９
９
０
２
（
１
９
９
４
）
に
規
定
さ
れ
る
基
準
に
適
合
し

て
い
る
こ
と
を
経
済
産
業
大
臣
が
適
切
で
あ
る
と
認
め
た

者
が
証
す
る
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

（
略
） 

 

づ
く
日
本
工
業
規
格
（
以
下
「
日
本
工
業
規
格
」
と
い
う

。
）
Ｚ
９
９
０
１
（
１
９
９
４
）
又
は
日
本
工
業
規
格
Ｚ

９
９
０
２
（
１
９
９
４
）
に
規
定
さ
れ
る
基
準
に
適
合
し

て
い
る
こ
と
を
経
済
産
業
大
臣
が
適
切
で
あ
る
と
認
め
た

者
が
証
す
る
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

（
略
） 

 

（
容
器
の
型
式
承
認
の
申
請
） 

第
五
十
七
条 

法
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
及
び
法
第

四
十
九
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
容
器
の
型
式

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
十
五
の
容
器

（
容
器
の
型
式
承
認
の
申
請
） 

第
五
十
七
条 

法
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
及
び
法
第

四
十
九
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
の
容

器
の
型
式
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
十



型
式
承
認
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

五
の
容
器
型
式
承
認
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
登
録
容
器
製
造
業
者
及
び
外
国
登
録
容
器
製
造
業
者
が

行
う
刻
印
等
の
方
式
） 

第
六
十
二
条 

法
第
四
十
九
条
の
二
十
五
第
一
項
又
は
第
二

項
（
法
第
四
十
九
条
の
三
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
刻
印
等
を
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
第
八
条
の
例
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
検
査
実
施
者
の
名
称
の
符
号
」

と
あ
る
の
は
「
型
式
承
認
番
号
」
と
、
「
容
器
製
造
業
者

（
登
録
容
器
製
造
業
者
及
び
外
国
登
録
容
器
製
造
業
者
が

行
う
刻
印
等
の
方
式
） 

第
六
十
二
条 

法
第
四
十
九
条
の
二
十
五
第
一
項
又
は
第
二

項
（
法
第
四
十
九
条
の
三
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
刻
印
等
を
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
第
八
条
の
例
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
検
査
実
施
者
の
名
称
の
符
号

」
と
あ
る
の
は
「
型
式
承
認
番
号
」
と
、
「
容
器
製
造
業



（
検
査
を
受
け
た
者
が
容
器
製
造
業
者
と
異
な
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
容
器
製
造
業
者
及
び
検
査
を
受
け
た
者
）
」

と
あ
る
の
は
「
登
録
容
器
製
造
業
者
」
と
、
「
容
器
検
査

に
合
格
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
容
器
を
製
造
し
た
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

者
（
検
査
を
受
け
た
者
が
容
器
製
造
業
者
と
異
な
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
容
器
製
造
業
者
及
び
検
査
を
受
け
た
者
）

」
と
あ
る
の
は
「
登
録
容
器
製
造
業
者
」
と
、
「
容
器
検

査
に
合
格
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
容
器
を
製
造
し
た
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
附
属
品
の
型
式
承
認
の
申
請
） 

第
六
十
三
条 

法
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
及
び
法
第

四
十
九
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
附
属
品
の
型

式
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
十
九
の
附

属
品
型
式
承
認
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け

（
附
属
品
の
型
式
承
認
の
申
請
） 

第
六
十
三
条 

法
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
及
び
法
第

四
十
九
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
の
附

属
品
の
型
式
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二

十
九
の
附
属
品
型
式
承
認
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提



れ
ば
な
ら
な
い
。 

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
帳
簿
） 

第
七
十
一
条 

（
略
） 

２ 

法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
容
器
製
造
業
者
及

び
容
器
検
査
所
の
登
録
を
受
け
た
者
は
、
前
項
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
容
器
又
は
附
属
品
ご
と
に
備
え

、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
保
存
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

一
～
十
三 

（
略
） 

３
・
４ 

（
略
） 

（
帳
簿
） 

第
七
十
一
条 

（
略
） 

２ 

法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
容
器
製
造
業
者

及
び
容
器
検
査
所
の
登
録
を
受
け
た
者
は
、
前
項
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
容
器
又
は
附
属
品
ご
と
に
備

え
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
保
存
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

一
～
十
三 

（
略
） 

３
・
４ 

（
略
） 

 
 

 



 

（
冷
凍
保
安
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 
冷
凍
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
 

 

（
定
置
式
製
造
設
備
に
係
る
技
術
上
の
基
準
） 

第
七
条 

製
造
の
た
め
の
施
設
（
以
下
「
製
造
施
設
」
と
い

う
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
製
造
設
備
が
定
置
式
製
造
設
備

（
認
定
指
定
設
備
を
除
く
。
）
で
あ
る
も
の
に
お
け
る
法

第
八
条
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基

準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
五 

（
略
） 

六 

冷
媒
設
備
は
、
許
容
圧
力
以
上
の
圧
力
で
行
う
気
密

 

（
定
置
式
製
造
設
備
に
係
る
技
術
上
の
基
準
） 

第
七
条 

製
造
の
た
め
の
施
設
（
以
下
「
製
造
施
設
」
と
い

う
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
製
造
設
備
が
定
置
式
製
造
設
備

（
認
定
指
定
設
備
を
除
く
。
）
で
あ
る
も
の
に
お
け
る
法

第
八
条
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基

準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
五 

（
略
） 

六 

冷
媒
設
備
は
、
許
容
圧
力
以
上
の
圧
力
で
行
う
気
密



 

試
験
及
び
配
管
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
許
容
圧
力
の
一

・
五
倍
以
上
の
圧
力
で
水
そ
の
他
の
安
全
な
液
体
を
使

用
し
て
行
う
耐
圧
試
験
（
液
体
を
使
用
す
る
こ
と
が
困

難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
許
容
圧
力
の
一
・

二
五
倍
以
上
の
圧
力
で
空
気
、
窒
素
等
の
気
体
を
使
用

し
て
行
う
耐
圧
試
験
）
に
合
格
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

。
た
だ
し
、
当
該
冷
媒
設
備
の
製
造
を
す
る
者
で
あ
つ

て
、
試
験
方
法
、
試
験
設
備
、
試
験
員
等
の
状
況
に
よ

り
試
験
を
行
う
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
経
済
産
業
大
臣

が
認
め
る
も
の
の
行
う
耐
圧
試
験
に
合
格
す
る
も
の
又

は
経
済
産
業
大
臣
が
認
め
る
方
法
に
よ
り
確
認
が
行
わ

れ
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

七
～
十
七 

（
略
） 

試
験
及
び
配
管
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
許
容
圧
力
の
一

・
五
倍
以
上
の
圧
力
で
水
そ
の
他
の
安
全
な
液
体
を
使

用
し
て
行
う
耐
圧
試
験
（
液
体
を
使
用
す
る
こ
と
が
困

難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
許
容
圧
力
の
一
・

二
五
倍
以
上
の
圧
力
で
空
気
、
窒
素
等
の
気
体
を
使
用

し
て
行
う
耐
圧
試
験
）
又
は
当
該
冷
媒
設
備
の
製
造
を

す
る
者
で
あ
つ
て
、
試
験
方
法
、
試
験
設
備
、
試
験
員

等
の
状
況
に
よ
り
試
験
を
行
う
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と

経
済
産
業
大
臣
が
認
め
る
も
の
の
行
う
耐
圧
試
験
に
合

格
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

  
七
～
十
七 

（
略
） 



 

２ 

（
略
） 

 

 

（
指
定
設
備
認
定
証
が
無
効
と
な
る
設
備
の
変
更
の
工
事

等
） 

第
六
十
二
条 

認
定
指
定
設
備
に
変
更
の
工
事
を
施
し
た
と

き
、
認
定
指
定
設
備
の
移
設
等
（
転
用
を
除
き
、
冷
媒
ガ

ス
の
変
更
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
行
つ
た
と
き
、
又
は
認
定
指
定
設
備
の
冷
媒
ガ

ス
の
種
類
の
変
更
を
行
つ
た
と
き
は
、
当
該
認
定
指
定
設

備
に
係
る
指
定
設
備
認
定
証
は
無
効
と
す
る
。
た
だ
し
、

次
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一
（
略
） 

二 

認
定
指
定
設
備
の
移
設
等
を
行
つ
た
場
合
又
は
認
定

２ 

（
略
） 

 

（
指
定
設
備
認
定
証
が
無
効
と
な
る
設
備
の
変
更
の
工
事

等
） 

第
六
十
二
条 

認
定
指
定
設
備
に
変
更
の
工
事
を
施
し
た
と

き
、
又
は
認
定
指
定
設
備
の
移
設
等
（
転
用
を
除
く
。
以

下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
つ
た
と
き

は
、
当
該
認
定
指
定
設
備
に
係
る
指
定
設
備
認
定
証
は
無

効
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一
（
略
） 

二 
認
定
指
定
設
備
の
移
設
等
を
行
つ
た
場
合
で
あ
つ
て



 

指
定
設
備
の
冷
媒
ガ
ス
の
種
類
の
変
更
（
経
済
産
業
大

臣
が
認
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
行
つ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
認

定
指
定
設
備
の
指
定
設
備
認
定
証
を
交
付
し
た
指
定
設

備
認
定
機
関
等
に
よ
り
調
査
を
受
け
、
認
定
指
定
設
備

技
術
基
準
適
合
書
の
交
付
を
受
け
た
場
合 

２ 

認
定
指
定
設
備
を
設
置
し
た
者
は
、
そ
の
認
定
指
定
設

備
に
変
更
の
工
事
を
施
し
た
と
き
、
認
定
指
定
設
備
の
移

設
等
を
行
つ
た
と
き
、
又
は
認
定
指
定
設
備
の
冷
媒
ガ
ス

の
種
類
の
変
更
を
行
つ
た
と
き
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場

合
を
除
き
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
指
定
設
備
に
係
る

指
定
設
備
認
定
証
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
認
定
指
定
設
備

、
当
該
認
定
指
定
設
備
の
指
定
設
備
認
定
証
を
交
付
し

た
指
定
設
備
認
定
機
関
等
に
よ
り
調
査
を
受
け
、
認
定

指
定
設
備
技
術
基
準
適
合
書
の
交
付
を
受
け
た
場
合 

   ２ 

認
定
指
定
設
備
を
設
置
し
た
者
は
、
そ
の
認
定
指
定
設

備
に
変
更
の
工
事
を
施
し
た
と
き
、
又
は
認
定
指
定
設
備

の
移
設
等
を
行
つ
た
と
き
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
を

除
き
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
指
定
設
備
に
係
る
指
定

設
備
認
定
証
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
３ 

第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
認
定
指
定
設
備



 

の
変
更
の
工
事
を
行
つ
た
者
、
認
定
指
定
設
備
の
移
設
等

を
行
つ
た
者
、
又
は
認
定
指
定
設
備
の
冷
媒
ガ
ス
の
種
類

の
変
更
を
行
つ
た
者
は
、
当
該
認
定
指
定
設
備
に
係
る
指

定
設
備
認
定
証
に
、
変
更
の
工
事
の
内
容
及
び
変
更
の
工

事
を
行
つ
た
年
月
日
又
は
移
設
等
を
行
つ
た
年
月
日
を
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
認
定
指
定
設
備
の
移
設
等
又
は
認
定
指
定
設
備
の
冷
媒

ガ
ス
の
種
類
の
変
更
に
係
る
調
査
の
申
請
等
） 

第
六
十
二
条
の
二 

（
略
） 

の
変
更
の
工
事
を
行
つ
た
者
又
は
認
定
指
定
設
備
の
移
設

等
を
行
つ
た
者
は
、
当
該
認
定
指
定
設
備
に
係
る
指
定
設

備
認
定
証
に
、
変
更
の
工
事
の
内
容
及
び
変
更
の
工
事
を

行
つ
た
年
月
日
又
は
移
設
等
を
行
つ
た
年
月
日
を
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
認
定
指
定
設
備
の
移
設
等
に
係
る
調
査
の
申
請
等
） 

 

第
六
十
二
条
の
二 

（
略
） 



 

別
表
第
一
（
第
二
十
五
条
関
係
） 

検 
査 

項 

目 

完 

成 

検 

査 

の 

方 

法 

１ 

製
造
設
備
が

定
置
式
製
造
設

備
で
あ
る
製
造

施
設
の
場
合 

 

一
～
六 

（
略

） 

 

七 

第
七
条
第

一
項
第
六
号

の
冷
媒
設
備

の
耐
圧
試
験 

    

一
～
六 
（
略
） 

 

七 

冷
媒
設
備
の
配
管
以
外
の
部

分
を
耐
圧
試
験
用
設
備
を
用
い

た
許
容
圧
力
の
一
・
五
倍
以
上

の
圧
力
で
水
そ
の
他
の
安
全
な

別
表
第
一
（
第
二
十
五
条
関
係
） 

検 

査 

項 

目 

完 

成 

検 

査 

の 

方 

法 

１ 

製
造
設
備
が

定
置
式
製
造
設

備
で
あ
る
製
造

施
設
の
場
合 

 

一
～
六 

（
略

） 

 

七 

第
七
条
第

一
項
第
六
号

の
冷
媒
設
備

の
耐
圧
試
験 

    

一
～
六 

（
略
） 

 

七 

冷
媒
設
備
の
配
管
以
外
の
部

分
を
耐
圧
試
験
用
設
備
を
用
い

た
許
容
圧
力
の
一
・
五
倍
以
上

の
圧
力
で
水
そ
の
他
の
安
全
な



 

            

八
～
十
九 

 

液
体
を
使
用
し
て
行
う
耐
圧
試

験
（
液
体
を
使
用
す
る
こ
と
が

困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
は
、
許
容
圧
力
の
一
・
二
五

倍
以
上
の
圧
力
で
空
気
、
窒
素

等
の
気
体
を
使
用
し
て
行
う
耐

圧
試
験
）
若
し
く
は
そ
の
記
録

又
は
第
七
条
第
一
項
第
六
号
の

規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が

認
め
る
方
法
に
よ
り
検
査
す
る

。 

八
～
十
九 

（
略
） 

           

八
～
十
九 

 

液
体
を
使
用
し
て
行
う
耐
圧
試

験
（
液
体
を
使
用
す
る
こ
と
が

困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
は
、
許
容
圧
力
の
一
・
二
五

倍
以
上
の
圧
力
で
空
気
、
窒
素

等
の
気
体
を
使
用
し
て
行
う
耐

圧
試
験
）
又
は
そ
の
記
録
に
よ

り
検
査
す
る
。 

   

八
～
十
九 

（
略
） 



 

 
 

（
略
） 

２ 
（
略
） 

 

 

（
略
） 

 

備
考 

（
略
） 

 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

 

（
略
） 

 

備
考 

（
略
） 

 

 

（
特
定
設
備
検
査
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

特
定
設
備
検
査
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
 

 

（
特
定
設
備
の
範
囲
） 

第
三
条 

法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
設
備
は
、
高
圧
ガ
ス
設
備
の
う
ち
次
の
各
号
に

（
特
定
設
備
の
範
囲
） 

第
三
条 

法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
設
備
は
、
高
圧
ガ
ス
設
備
の
う
ち
次
の
各
号
に



 

掲
げ
る
容
器
以
外
の
容
器
及
び
当
該
容
器
の
支
持
構
造

物
（
塔
（
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
第
六
条
第
一
項
第

十
七
号
に
規
定
す
る
塔
を
い
う
。
）
又
は
貯
槽
（
貯
蔵

能
力
が
三
百
立
方
メ
ー
ト
ル
又
は
三
ト
ン
以
上
の
も
の

に
限
る
。
）
（
以
下
「
塔
槽
類
」
と
い
う
。
）
と
一
体

の
も
の
（
以
下
「
特
定
支
持
構
造
物
」
と
い
う
。
）
に

限
る
。
）
と
す
る
。 

一
～
十 

（
略
） 

十
一 

水
電
解
水
素
発
生
装
置
に
係
る
容
器
（
保
安
上
特

段
の
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
に
限

る
。
） 

 
掲
げ
る
容
器
以
外
の
容
器
及
び
当
該
容
器
の
支
持
構
造

物
（
塔
（
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
第
六
条
第
一
項
第

十
七
号
に
規
定
す
る
塔
を
い
う
。
）
又
は
貯
槽
（
貯
蔵

能
力
が
三
百
立
方
メ
ー
ト
ル
又
は
三
ト
ン
以
上
の
も
の

に
限
る
。
）
（
以
下
「
塔
槽
類
」
と
い
う
。
）
と
一
体

の
も
の
（
以
下
「
特
定
支
持
構
造
物
」
と
い
う
。
）
に

限
る
。
）
と
す
る
。 

一
～
十 

（
略
） 

（
新
設
） 

（
材
料
の
許
容
引
張
応
力
） 

（
材
料
の
許
容
引
張
応
力
） 



 

第
十
四
条 

第
一
種
特
定
設
備
に
あ
つ
て
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
材
料
を
圧
延
製
品
又
は
鍛
造
製
品
の
材
料
と
し
て

使
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
材
料
の
許
容
引
張
応
力
（

設
計
温
度
が
ク
リ
ー
プ
領
域
に
達
し
な
い
場
合
に
限
る
。

以
下
こ
の
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
値
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
値
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

日
本
産
業
規
格
Ｇ
３
１
１
５
（
２
０
２
２
）
圧
力
容

器
用
鋼
板
若
し
く
は
日
本
産
業
規
格
Ｇ
３
１
２
６
（
２

０
２
１
）
低
温
圧
力
容
器
用
炭
素
鋼
鋼
板
に
定
め
る
鉄

鋼
材
料
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
化
学
的
成
分
及
び

機
械
的
性
質
を
有
す
る
鉄
鋼
材
料 

次
の
値
の
う
ち
最

第
十
四
条 

第
一
種
特
定
設
備
に
あ
つ
て
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
材
料
を
圧
延
製
品
又
は
鍛
造
製
品
の
材
料
と
し
て

使
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
材
料
の
許
容
引
張
応
力
（

設
計
温
度
が
ク
リ
ー
プ
領
域
に
達
し
な
い
場
合
に
限
る
。

以
下
こ
の
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
値
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
値
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

日
本
産
業
規
格
Ｇ
３
１
１
５
（
１
９
９
４
）
圧
力
容

器
用
鋼
板
若
し
く
は
日
本
産
業
規
格
Ｇ
３
１
２
６
（
１

９
９
０
）
低
温
圧
力
容
器
用
炭
素
鋼
鋼
板
に
定
め
る
鉄

鋼
材
料
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
化
学
的
成
分
及
び

機
械
的
性
質
を
有
す
る
鉄
鋼
材
料 

次
の
値
の
う
ち
最



 

も
小
さ
い
値
又
は
前
号
の
値 

イ
・
ロ 

（
略
） 

三 

（
略
） 

２
～
９ 

（
略
） 

 

も
小
さ
い
値
又
は
前
号
の
値 

イ
・
ロ 

（
略
） 

三 

（
略
） 

２
～
９ 

（
略
） 

 

（
機
械
試
験
基
準
） 

第
四
十
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

設
計
温
度
以
下
の
温
度
で
第
一
種
特
定
設
備
の
溶
接
部

に
つ
い
て
衝
撃
試
験
を
行
つ
た
場
合
（
設
計
温
度
が
零
度

未
満
の
溶
接
部
に
限
り
、
オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
ス
テ
ン
レ

ス
鋼
及
び
非
鉄
金
属
に
係
る
も
の
並
び
に
母
材
の
厚
さ
が

四
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い

（
機
械
試
験
基
準
） 

第
四
十
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

設
計
温
度
以
下
の
温
度
で
第
一
種
特
定
設
備
の
溶
接
部

に
つ
い
て
衝
撃
試
験
を
行
つ
た
場
合
（
設
計
温
度
が
零
度

未
満
の
溶
接
部
に
限
り
、
オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
ス
テ
ン
レ

ス
鋼
及
び
非
鉄
金
属
に
係
る
も
の
並
び
に
母
材
の
厚
さ
が

四
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い



 

て
、
溶
接
金
属
部
及
び
熱
影
響
部
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
三

個
の
試
験
片
（
そ
の
厚
さ
が
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
に

限
る
。
た
だ
し
、
試
験
板
の
寸
法
に
よ
り
試
験
片
の
厚
さ

を
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、

試
験
片
の
厚
さ
を
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
吸
収
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
次
の
表
一
に
掲
げ

る
母
材
の
最
小
引
張
強
さ
に
対
応
す
る
最
小
吸
収
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
欄
に
掲
げ
る
値
（
試
験
片
の
厚
さ
を
縮
小
し
た
場

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
試
験
片
の
寸
法
に
応
じ
次
の
表
二

に
掲
げ
る
母
材
の
厚
さ
に
応
じ
た
試
験
片
の
寸
法
に
対
応

す
る
係
数
を
表
一
の
値
に
乗
じ
て
得
た
値
）
以
上
で
あ
る

と
き
は
、
こ
れ
を
合
格
と
す
る
。 

（
表
略
） 

て
、
溶
接
金
属
部
及
び
熱
影
響
部
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
三

個
の
試
験
片
（
そ
の
幅
が
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
に
限

る
。
た
だ
し
、
試
験
板
の
寸
法
に
よ
り
試
験
片
の
幅
を
十

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
試
験

片
の
幅
を
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
吸
収
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
次
の
表
一
に
掲
げ
る
母
材

の
最
小
引
張
強
さ
に
対
応
す
る
最
小
吸
収
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

欄
に
掲
げ
る
値
（
試
験
片
の
幅
を
縮
小
し
た
場
合
に
あ
つ

て
は
、
当
該
試
験
片
の
寸
法
に
応
じ
次
の
表
二
に
掲
げ
る

母
材
の
厚
さ
に
応
じ
た
試
験
片
の
寸
法
に
対
応
す
る
係
数

を
表
一
の
値
に
乗
じ
て
得
た
値
）
以
上
で
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
合
格
と
す
る
。 

（
表
略
） 



 

５ 

第
二
種
特
定
設
備
の
溶
接
部
に
つ
い
て
衝
撃
試
験
を
行

つ
た
場
合
に
お
い
て
、
溶
接
金
属
部
及
び
熱
影
響
部
の
双

方
又
は
一
方
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
三
個
の
試
験
片
の
吸
収

エ
ネ
ル
ギ
ー
（
試
験
片
の
厚
さ
を
縮
小
し
た
場
合
に
あ
つ

て
は
、
当
該
試
験
片
の
吸
収
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
十
倍
の
値
を

当
該
試
験
片
の
厚
さ
の
値
（
単
位 

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
で

除
し
て
得
た
も
の
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
十
二

条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
平
均
値
及
び
二
個
の
試

験
片
の
吸
収
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
値
が
そ
れ
ぞ
れ
最
小
吸
収
エ

ネ
ル
ギ
ー
（
次
の
図
に
お
け
る
母
材
の
最
小
降
伏
点
又
は

最
小
〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
耐
力
ご
と
に
溶
接
部
の
厚
さ
に

対
応
す
る
吸
収
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
値
以
上
で
、
か
つ
、
一
個
の
試
験
片
の

５ 

第
二
種
特
定
設
備
の
溶
接
部
に
つ
い
て
衝
撃
試
験
を
行

つ
た
場
合
に
お
い
て
、
溶
接
金
属
部
及
び
熱
影
響
部
の
双

方
又
は
一
方
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
三
個
の
試
験
片
の
吸
収

エ
ネ
ル
ギ
ー
（
試
験
片
の
幅
を
縮
小
し
た
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
試
験
片
の
吸
収
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
十
倍
の
値
を
当

該
試
験
片
の
幅
の
値
（
単
位 

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
で
除
し

て
得
た
も
の
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
十
二
条
第

二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
平
均
値
及
び
二
個
の
試
験
片

の
吸
収
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
値
が
そ
れ
ぞ
れ
最
小
吸
収
エ
ネ
ル

ギ
ー
（
次
の
図
に
お
け
る
母
材
の
最
小
降
伏
点
又
は
最
小

〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
耐
力
ご
と
に
溶
接
部
の
厚
さ
に
対
応

す
る
吸
収
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
値
以
上
で
、
か
つ
、
一
個
の
試
験
片
の
吸
収



 

吸
収
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
値
が
最
小
吸
収
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
三
分

の
二
の
値
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
合
格
と
す
る
。 

（
図
略
） 

備
考 

（
略
） 

６
・
７ 

（
略
） 

 

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
値
が
最
小
吸
収
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
三
分
の
二

の
値
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
合
格
と
す
る
。 

（
図
略
） 

備
考 

（
略
） 

６
・
７ 

（
略
） 

 

別
表
（
第
五
十
七
条
関
係
） 

（
表
略
） 

備
考
一 

（
略
） 

備
考
二 

胴
板
の
区
分
の
欄
の
一
類
か
ら
四
類
は
、
次
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
胴
板
の
区
分
に
応
じ
て
、
下
欄
に
掲

げ
る
と
お
り
と
し
、
下
欄
の
番
号
は
、
日
本
産
業
規
格

別
表
（
第
五
十
七
条
関
係
） 

（
表
略
） 

備
考
一 

（
略
） 

備
考
二 

胴
板
の
区
分
の
欄
の
一
類
か
ら
四
類
は
、
次
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
胴
板
の
区
分
に
応
じ
て
、
下
欄
に
掲

げ
る
と
お
り
と
し
、
下
欄
の
番
号
は
、
日
本
産
業
規
格



 

Ｂ
８
２
８
５
（
２
０
１
０
）
圧
力
容
器
の
溶
接
施
工
方

法
の
確
認
試
験
の
附
属
書
Ａ
母
材
の
種
類
の
区
分
の
表

Ａ
．
１
の
Ｐ
番
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

（
表
略
） 

備
考
三 

（
略
） 

Ｂ
８
２
８
５
（
１
９
９
３
）
圧
力
容
器
の
溶
接
施
工
方

法
の
確
認
試
験
の
付
表
１
母
材
の
区
分
の
Ｐ
番
号
に
よ

る
も
の
と
す
る
。 

（
表
略
） 

備
考
三 

（
略
） 

  

（
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
） 

一 

茨
城
県
の
区
域
の
う
ち
、
鹿
嶋
市
（
光
の

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
） 

一 

茨
城
県
の
区
域
の
う
ち
、
鹿
嶋
市
（
光
の



 

区
域
に
限
る
。
）
及
び
神
栖
市
（
東
和
田

、
東
深
芝
及
び
砂
山
の
区
域
に
限
る
。
）

の
区
域 

二
・
三 
（
略
） 

四 

三
重
県
の
区
域
の
う
ち
、
四
日
市
市
（
北

納
屋
町
、
末
広
町
、
千
歳
町
、
大
協
町
一

丁
目
、
大
協
町
二
丁
目
、
三
郎
町
、
霞
一

丁
目
、
日
永
東
二
丁
目
、
大
浜
町
、
雨
池

町
、
大
字
六
呂
見
、
大
字
日
永
、
大
字
馳

出
、
塩
浜
本
町
一
丁
目
、
浜
旭
町
、
小
浜

町
、
石
原
町
、
三
田
町
、
東
邦
町
、
宮
東

町
二
丁
目
、
宮
東
町
三
丁
目
、
塩
浜
町
、

区
域
に
限
る
。
）
及
び
神
栖
市
（
東
和
田

、
東
深
芝
、
深
芝
及
び
砂
山
の
区
域
に
限

る
。
）
の
区
域 

二
・
三 

（
略
） 

四 

三
重
県
の
区
域
の
う
ち
、
四
日
市
市
（
北

納
屋
町
、
末
広
町
、
千
歳
町
、
午
起
二
丁

目
、
大
協
町
一
丁
目
、
大
協
町
二
丁
目
、

三
郎
町
、
霞
一
丁
目
、
日
永
東
二
丁
目
、

大
浜
町
、
雨
池
町
、
大
字
六
呂
見
、
大
字

日
永
、
大
字
馳
出
、
塩
浜
本
町
一
丁
目
、

浜
旭
町
、
小
浜
町
、
石
原
町
、
三
田
町
、

東
邦
町
、
宮
東
町
二
丁
目
、
宮
東
町
三
丁



 

大
字
塩
浜
、
川
尻
町
、
大
治
田
町
及
び
大

治
田
三
丁
目
の
区
域
に
限
る
。
）
の
区
域 

 

五
・
六 
（
略
） 

七 

広
島
県
の
区
域
の
う
ち
大
竹
市
（
明
治
新

開
、
御
幸
町
、
東
栄
一
丁
目
か
ら
東
栄
三

丁
目
ま
で
の
区
域
に
限
る
。
）
並
び
に
山

口
県
の
区
域
の
う
ち
岩
国
市
（
装
束
町
一

丁
目
及
び
装
束
町
六
丁
目
の
区
域
に
限
る

。
）
及
び
玖
珂
郡
（
和
木
町
の
う
ち
和
木

六
丁
目
の
区
域
に
限
る
。
）
の
区
域 

 

目
、
塩
浜
町
、
大
字
塩
浜
、
川
尻
町
、
大

治
田
町
及
び
大
治
田
三
丁
目
の
区
域
に
限

る
。
）
の
区
域 

五
・
六 

（
略
） 

七 

広
島
県
の
区
域
の
う
ち
大
竹
市
（
明
治
新

開
、
御
幸
町
、
東
栄
一
丁
目
か
ら
東
栄
三

丁
目
ま
で
及
び
南
栄
三
丁
目
の
区
域
に
限

る
。
）
並
び
に
山
口
県
の
区
域
の
う
ち
岩

国
市
（
装
束
町
一
丁
目
及
び
装
束
町
六
丁

目
の
区
域
に
限
る
。
）
及
び
玖
珂
郡
（
和

木
町
の
う
ち
和
木
六
丁
目
の
区
域
に
限
る

。
）
の
区
域 



 

八
～
十 

（
略
） 

備
考 

こ

の
表
に
掲

げ
る
区
域

は
、
令
和

七
年
一
月

一
日
現
在

に
お
け
る

行
政
区
画

そ
の
他
の

区
域
又
は

道
路
若
し

 

八
～
十 

（
略
） 

備
考 

こ

の
表
に
掲

げ
る
区
域

は
、
平
成

二
十
九
年

一
月
一
日

現
在
に
お

け
る
行
政

区
画
そ
の

他
の
区
域

又
は
道
路

 



 

く
は
鉄
道

に
よ
つ
て

表
示
さ
れ

た
も
の
と

す
る
。 

 
 

若
し
く
は

鉄
道
に
よ

つ
て
表
示

さ
れ
た
も

の
と
す
る

。 
 

 

（
高
圧
ガ
ス
保
安
法
に
基
づ
く
指
定
試
験
機
関
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

高
圧
ガ
ス
保
安
法
に
基
づ
く
指
定
試
験
機
関
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部

を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
 

 



 

（
容
器
検
査
等
又
は
型
式
試
験
に
係
る
検
査
設
備
） 

第
三
十
七
条 

法
第
五
十
八
条
の
三
十
一
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
十
八
条
の
二
十
第
一
号
の
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
機
械
器
具
そ
の
他
の
設
備
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
設
備
の
う
ち
第
三
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

区
分
に
係
る
容
器
等
の
種
類
に
応
じ
て
必
要
と
な
る
も
の

と
す
る
。 

一 

寸
法
測
定
器
具
（
ね
じ
ゲ
ー
ジ
を
含
む
。
）
（
日
本

産
業
規
格
Ｂ
７
５
０
７
（
２
０
１
６
）
ノ
ギ
ス
、
日
本

産
業
規
格
Ｂ
７
５
０
２
（
２
０
１
６
）
マ
イ
ク
ロ
メ
ー

タ
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
２
３
５
５―

１
（
２
０
１
６
）

非
破
壊
試
験―

超
音
波
厚
さ
測
定―

第
１
部
：
測
定
方

法
及
び
日
本
産
業
規
格
Ｚ
２
３
５
５―

２
（
２
０
１
６

（
容
器
検
査
等
又
は
型
式
試
験
に
係
る
検
査
設
備
） 

第
三
十
七
条 

法
第
五
十
八
条
の
三
十
一
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
十
八
条
の
二
十
第
一
号
の
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
機
械
器
具
そ
の
他
の
設
備
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
設
備
の
う
ち
第
三
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

区
分
に
係
る
容
器
等
の
種
類
に
応
じ
て
必
要
と
な
る
も
の

と
す
る
。 

一 

寸
法
測
定
器
具
（
ね
じ
ゲ
ー
ジ
を
含
む
。
）
（
日
本

産
業
規
格
Ｂ
７
５
０
７
（
１
９
９
３
）
ノ
ギ
ス
、
日
本

産
業
規
格
Ｂ
７
５
０
２
（
１
９
９
４
）
マ
イ
ク
ロ
メ
ー

タ
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
２
３
５
５
（
１
９
９
４
）
超
音

波
パ
ル
ス
反
射
法
に
よ
る
厚
さ
測
定
方
法
に
適
合
す
る

も
の
に
限
る
。
） 



 

）
非
破
壊
試
験―

超
音
波
厚
さ
測
定―

第
２
部
：
厚
さ

計
の
性
能
測
定
方
法
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

二 

万
能
試
験
機
（
日
本
産
業
規
格
Ｂ
７
７
２
１
（
２
０

１
８
）
引
張
試
験
機
・
圧
縮
試
験
機―

力
計
測
系
の
校

正
方
法
及
び
検
証
方
法
の
一
級
に
適
合
す
る
も
の
に
限

る
。
） 

三 

衝
撃
試
験
機
（
日
本
産
業
規
格
Ｂ
７
７
２
２
（
２
０

１
８
）
金
属
材
料
の
シ
ャ
ル
ピ
ー
衝
撃
試
験―

試
験
機

の
検
証
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

四 

（
略
） 

五 

金
属
用
硬
さ
試
験
機
（
日
本
産
業
規
格
Ｂ
７
７
２
４

（
２
０
１
７
）
ブ
リ
ネ
ル
硬
さ
試
験―

試
験
機
の
検
証

及
び
校
正
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
７
７
２
５
（
２
０
１
０

 

 

二 

万
能
試
験
機
（
日
本
産
業
規
格
Ｂ
７
７
２
１
（
１
９

９
１
）
万
能
試
験
機
及
び
日
本
産
業
規
格
Ｂ
７
７
３
３

（
１
９
９
２
）
圧
縮
試
験
機
の
一
級
に
適
合
す
る
も
の

に
限
る
。
） 

三 

衝
撃
試
験
機
（
日
本
産
業
規
格
Ｂ
７
７
２
２
（
１
９

９
０
）
シ
ャ
ル
ピ
ー
衝
撃
試
験
機
に
適
合
す
る
も
の
に

限
る
。
） 

四 

（
略
） 

五 

金
属
用
硬
さ
試
験
機
（
日
本
産
業
規
格
Ｂ
７
７
２
４

（
１
９
９
４
）
ブ
リ
ネ
ル
硬
さ
試
験
機
、
日
本
産
業
規

格
Ｂ
７
７
２
５
（
１
９
９
１
）
ビ
ッ
カ
ー
ス
硬
さ
試
験



 

）
ビ
ッ
カ
ー
ス
硬
さ
試
験―

試
験
機
の
検
証
及
び
校
正

、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
７
７
２
６
（
２
０
１
７
）
ロ
ッ
ク

ウ
ェ
ル
硬
さ
試
験―

試
験
機
及
び
圧
子
の
検
証
及
び
校

正
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

六 

（
略
） 

七 

放
射
線
透
過
試
験
設
備
（
日
本
産
業
規
格
Ｚ
３
１
０

４
（
１
９
９
５
）
鋼
溶
接
継
手
の
放
射
線
透
過
試
験
方

法
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
３
１
０
６
（
２
０
０
１
）
ス
テ

ン
レ
ス
鋼
溶
接
継
手
の
放
射
線
透
過
試
験
方
法
に
規
定

す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

八
～
二
十
四 

（
略
） 

機
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
７
７
２
６
（
１
９
９
３
）
ロ
ッ

ク
ウ
ェ
ル
硬
さ
試
験
機
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

 

六 

（
略
） 

七 

放
射
線
透
過
試
験
設
備
（
日
本
産
業
規
格
Ｚ
３
１
０

４
（
１
９
９
５
）
鋼
溶
接
継
手
の
放
射
線
透
過
試
験
方

法
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
３
１
０
６
（
１
９
７
１
）
ス
テ

ン
レ
ス
鋼
溶
接
部
の
放
射
線
透
過
試
験
方
法
及
び
透
過

写
真
の
等
級
分
類
方
法
に
規
定
す
る
能
力
を
有
す
る
も

の
に
限
る
。
） 

八
～
二
十
四 

（
略
） 



 

（
特
定
設
備
検
査
に
係
る
検
査
設
備
） 

第
四
十
八
条 

法
第
五
十
八
条
の
三
十
二
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
十
八
条
の
二
十
第
一
号
の
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
機
械
器
具
そ
の
他
の
設
備
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
設
備
の
う
ち
第
四
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

区
分
に
係
る
特
定
設
備
の
種
類
に
応
じ
て
必
要
と
な
る
も

の
と
す
る
。 

一 

寸
法
測
定
器
（
日
本
産
業
規
格
Ｂ
７
５
１
２
（
２
０

１
８
）
鋼
製
巻
尺
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
７
５
０
７
（
２

０
１
６
）
ノ
ギ
ス
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
７
５
０
２
（
２

０
１
６
）
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
タ
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
２
３

５
５―

１
（
２
０
１
６
）
非
破
壊
試
験―

超
音
波
厚
さ

（
特
定
設
備
検
査
に
係
る
検
査
設
備
） 

第
四
十
八
条 

法
第
五
十
八
条
の
三
十
二
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
十
八
条
の
二
十
第
一
号
の
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
機
械
器
具
そ
の
他
の
設
備
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
設
備
の
う
ち
第
四
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

区
分
に
係
る
特
定
設
備
の
種
類
に
応
じ
て
必
要
と
な
る
も

の
と
す
る
。 

一 

寸
法
測
定
器
（
日
本
産
業
規
格
Ｂ
７
５
１
２
（
１
９

９
３
）
鋼
製
巻
尺
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
７
５
０
７
（
１

９
９
３
）
ノ
ギ
ス
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
７
５
０
２
（
１

９
９
４
）
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
タ
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
２
３

５
５
（
１
９
９
４
）
超
音
波
パ
ル
ス
反
射
法
に
よ
る
厚



 

測
定―

第
１
部
：
測
定
方
法
及
び
日
本
産
業
規
格
Ｚ
２

３
５
５―

２
（
２
０
１
６
）
非
破
壊
試
験―

超
音
波
厚

さ
測
定―
第
２
部
：
厚
さ
計
の
性
能
測
定
方
法
に
適
合

す
る
も
の
に
限
る
。
） 

二 

引
張
試
験
設
備
（
日
本
産
業
規
格
Ｂ
７
７
２
１
（
２

０
１
８
）
引
張
試
験
機
・
圧
縮
試
験
機―

力
計
測
系
の

校
正
方
法
及
び
検
証
方
法
の
一
級
に
適
合
す
る
も
の
に

限
る
。
） 

三 

衝
撃
試
験
設
備
（
日
本
産
業
規
格
Ｂ
７
７
２
２
（
２

０
１
８
）
金
属
材
料
の
シ
ャ
ル
ピ
ー
衝
撃
試
験―
試
験

機
の
検
証
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

三
の
二 

落
重
試
験
設
備
（
米
国
材
料
試
験
協
会
の
規
格

さ
測
定
方
法
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

  

二 

引
張
試
験
設
備
（
日
本
産
業
規
格
Ｂ
７
７
２
１
（
１

９
９
１
）
引
張
試
験
機
の
一
級
に
適
合
す
る
も
の
に
限

る
。
） 

 

三 

衝
撃
試
験
設
備
（
日
本
産
業
規
格
Ｂ
７
７
２
２
（
１

９
９
０
）
シ
ャ
ル
ピ
ー
衝
撃
試
験
機
に
適
合
す
る
も
の

に
限
る
。
） 

三
の
二 

落
重
試
験
設
備
（
米
国
材
料
試
験
協
会
の
規
格



 

Ｅ
２
０
８
（
２
０
２
０
）
フ
ェ
ラ
イ
ト
鋼
の
無
延
性
遷

移
温
度
を
求
め
る
た
め
の
落
重
試
験
の
標
準
試
験
方
法

に
規
定
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

四 

超
音
波
探
傷
試
験
設
備
（
日
本
産
業
規
格
Ｚ
３
０
６

０
（
２
０
１
５
）
鋼
溶
接
部
の
超
音
波
探
傷
試
験
方
法

に
規
定
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

四
の
二 

破
壊
じ
ん
性
試
験
設
備
（
米
国
材
料
試
験
協
会

の
規
格
Ｅ
１
８
２
０
（
２
０
２
０
）
破
壊
じ
ん
性
測
定

に
関
す
る
標
準
試
験
方
法
に
規
定
す
る
能
力
を
有
す
る

も
の
に
限
る
。
） 

五 

磁
粉
探
傷
試
験
設
備
（
日
本
産
業
規
格
Ｚ
２
３
２
０

―

１
（
２
０
１
７
）
非
破
壊
試
験―

磁
粉
探
傷
試
験―

Ｅ
２
０
８
（
１
９
８
７
）
フ
ェ
ラ
イ
ト
鋼
の
無
延
性
遷

移
温
度
を
求
め
る
た
め
の
落
重
試
験
の
標
準
試
験
方
法

に
規
定
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

四 

超
音
波
探
傷
試
験
設
備
（
日
本
産
業
規
格
Ｚ
３
０
６

０
（
１
９
９
４
）
鋼
溶
接
部
の
超
音
波
探
傷
試
験
方
法

に
規
定
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

四
の
二 

破
壊
じ
ん
性
試
験
設
備
（
米
国
材
料
試
験
協
会

の
規
格
Ｅ
１
８
２
０
（
２
０
０
０
）
破
壊
じ
ん
性
測
定

に
関
す
る
標
準
試
験
方
法
に
規
定
す
る
能
力
を
有
す
る

も
の
に
限
る
。
） 

五 

磁
粉
探
傷
試
験
設
備
（
日
本
産
業
規
格
Ｇ
０
５
６
５

（
１
９
９
２
）
鉄
鋼
材
料
の
磁
粉
探
傷
試
験
方
法
及
び



 

第
１
部
：
一
般
通
則
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
２
３
２
０―

２
（
２
０
１
７
）
非
破
壊
試
験―

磁
粉
探
傷
試
験―

第

２
部
：
検
出
媒
体
及
び
日
本
産
業
規
格
Ｚ
２
３
２
０―

３
（
２
０
１
７
）
非
破
壊
試
験―

磁
粉
探
傷
試
験―

第

３
部
：
装
置
に
規
定
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
に
限
る

。
） 

六 

浸
透
探
傷
試
験
設
備
（
日
本
産
業
規
格
Ｚ
２
３
４
３

―

１
（
２
０
１
７
）
非
破
壊
試
験―
浸
透
探
傷
試
験―

第
１
部
：
一
般
通
則
：
浸
透
探
傷
試
験
方
法
及
び
浸
透

指
示
模
様
の
分
類
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
２
３
４
３―
２

（
２
０
１
７
）
非
破
壊
試
験―

浸
透
探
傷
試
験―

第
２

部
：
浸
透
探
傷
剤
の
試
験
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
２
３
４

磁
粉
模
様
の
分
類
に
規
定
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
に

限
る
。
） 

    

六 

浸
透
探
傷
試
験
設
備
（
日
本
産
業
規
格
Ｚ
２
３
４
３

（
１
９
９
２
）
浸
透
探
傷
試
験
方
法
及
び
浸
透
指
示
模

様
の
分
類
に
規
定
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。

） 

  



 

３―

３
（
２
０
１
７
）
非
破
壊
試
験―

浸
透
探
傷
試
験

―
第
３
部
：
対
比
試
験
片
及
び
日
本
産
業
規
格
Ｚ
２
３

４
３―
４
（
２
０
０
１
）
非
破
壊
試
験―

浸
透
探
傷
試

験―

第
４
部
：
装
置
に
規
定
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の

に
限
る
。
） 

七 

放
射
線
透
過
試
験
設
備
（
日
本
産
業
規
格
Ｚ
３
１
０

４
（
１
９
９
５
）
鋼
溶
接
継
手
の
放
射
線
透
過
試
験
方

法
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
３
１
０
５
（
２
０
０
３
）
ア
ル

ミ
ニ
ウ
ム
溶
接
継
手
の
放
射
線
透
過
試
験
方
法
、
日
本

産
業
規
格
Ｚ
３
１
０
６
（
２
０
０
１
）
ス
テ
ン
レ
ス
鋼

溶
接
継
手
の
放
射
線
透
過
試
験
方
法
及
び
日
本
産
業
規

格
Ｚ
３
１
０
７
（
１
９
９
３
）
（
日
本
産
業
規
格
Ｚ
３

    

 

七 

放
射
線
透
過
試
験
設
備
（
日
本
産
業
規
格
Ｚ
３
１
０

４
（
１
９
９
５
）
鋼
溶
接
継
手
の
放
射
線
透
過
試
験
方

法
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
３
１
０
５
（
１
９
８
４
）
ア
ル

ミ
ニ
ウ
ム
溶
接
部
の
放
射
線
透
過
試
験
方
法
及
び
透
過

写
真
の
等
級
分
類
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
３
１
０
６
（

１
９
７
１
）
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
溶
接
部
の
放
射
線
透
過
試

験
方
法
及
び
透
過
写
真
の
等
級
分
類
方
法
及
び
日
本
産



 

１
０
７
（
２
０
０
８
）
に
よ
る
追
補
を
含
む
。
）
チ
タ

ン
溶
接
部
の
放
射
線
透
過
試
験
方
法
に
規
定
す
る
能
力

を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

八
～
十 

（
略
） 

業
規
格
Ｚ
３
１
０
７
（
１
９
９
３
）
チ
タ
ン
溶
接
部
の

放
射
線
透
過
試
験
方
法
に
規
定
す
る
能
力
を
有
す
る
も

の
に
限
る
。
） 

八
～
十 

（
略
） 

 

（
国
際
相
互
承
認
に
係
る
容
器
保
安
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

国
際
相
互
承
認
に
係
る
容
器
保
安
規
則
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
令
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
 

 

（
表
示
の
方
式
） 

第
七
条 

法
第
四
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

（
表
示
の
方
式
） 

第
七
条 

法
第
四
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ



  

り
表
示
を
し
よ
う
と
す
る
者
（
当
該
容
器
を
譲
渡
す
る
こ

と
が
あ
ら
か
じ
め
明
ら
か
な
場
合
に
お
け
る
容
器
の
製
造

又
は
輸
入
を
し
た
者
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

容
器
の
外
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
容
器
の
所
有
者
（

当
該
容
器
の
管
理
業
務
を
委
託
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
容
器
の
所
有
者
又
は
当
該
管
理
業
務
受
託
者
）

の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
電
話
番
号
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
票

紙
で
あ
っ
て
は
が
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
を
貼
付
す

る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
容
器
に

あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

イ
・
ロ 

（
略
） 

り
表
示
を
し
よ
う
と
す
る
者
（
当
該
容
器
を
譲
渡
す
る
こ

と
が
あ
ら
か
じ
め
明
ら
か
な
場
合
に
お
け
る
容
器
の
製
造

又
は
輸
入
を
し
た
者
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

容
器
の
外
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
容
器
の
所
有
者
（

当
該
容
器
の
管
理
業
務
を
委
託
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ

て
は
容
器
の
所
有
者
又
は
当
該
管
理
業
務
受
託
者
）
の

氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
電
話
番
号
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
票
紙

で
あ
っ
て
は
が
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
を
貼
付
す
る

こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
容
器
に
あ

っ
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。 

イ
・
ロ 

（
略
） 



  

二 

（
略
） 

２
・
３ 
（
略
） 

 

二 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
登
録
の
申
請
） 

第
三
十
一
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
そ
の
申
請
に
係
る
工
場
又
は

事
業
場
に
お
け
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
検
査
の
た
め
の

組
織
（
以
下
「
品
質
管
理
の
方
法
等
」
と
い
う
。
）
が
第

三
十
四
条
第
二
項
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
の
う
ち
産
業

標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基

づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う

。
）
Ｑ
９
０
０
１
（
２
０
０
８
）
又
は
国
際
標
準
化
機
構

（
登
録
の
申
請
） 

第
三
十
一
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
そ
の
申
請
に
係
る
工
場
又
は

事
業
場
に
お
け
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
検
査
の
た
め
の

組
織
（
以
下
「
品
質
管
理
の
方
法
等
」
と
い
う
。
）
が
第

三
十
四
条
第
二
項
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
の
う
ち
工
業

標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基

づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う

。
）
Ｑ
９
０
０
１
（
２
０
０
８
）
又
は
国
際
標
準
化
機
構



  

が
定
め
た
規
格
（
以
下
「
国
際
規
格
」
と
い
う
。
）
Ｉ
Ｓ

Ｏ
９
０
０
１
（
２
０
０
８
）
に
規
定
さ
れ
る
基
準
に
適
合

し
て
い
る
こ
と
を
経
済
産
業
大
臣
が
適
切
で
あ
る
と
認
め

た
者
が
証
す
る
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

（
略
） 

が
定
め
た
規
格
（
以
下
「
国
際
規
格
」
と
い
う
。
）
Ｉ
Ｓ

Ｏ
９
０
０
１
（
２
０
０
８
）
に
規
定
さ
れ
る
基
準
に
適
合

し
て
い
る
こ
と
を
経
済
産
業
大
臣
が
適
切
で
あ
る
と
認
め

た
者
が
証
す
る
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

（
略
） 

 

（
容
器
の
型
式
承
認
の
申
請
） 

第
四
十
八
条 

法
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
及
び
法
第

四
十
九
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
容
器
の
型
式

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
十
二
の
容
器

型
式
承
認
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
容
器
の
型
式
承
認
の
申
請
） 

第
四
十
八
条 

法
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
及
び
法
第

四
十
九
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
容
器

の
型
式
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
十
二

の
容
器
型
式
承
認
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 



  

（
附
属
品
の
型
式
承
認
の
申
請
） 

第
五
十
四
条 

法
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
及
び
法
第

四
十
九
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
附
属
品
の
型

式
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
十
五
の
附

属
品
型
式
承
認
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
附
属
品
の
型
式
承
認
の
申
請
） 

第
五
十
四
条 

法
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
及
び
法
第

四
十
九
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
附
属

品
の
型
式
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
十

五
の
附
属
品
型
式
承
認
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
は
、
令
和
●
年
●
月
●
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
製
造
に
着
手
し
て
い
る
特
定
設
備
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。 



  

２ 
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
五
十
六
条
の
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け
て
い
る
登
録

特
定
設
備
製
造
業
者
に
係
る
特
定
設
備
事
業
区
分
に
つ
い
て
は
、
当
該
登
録
の
有
効
期
間
の
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
容
器
検
査
機
関
の
指
定
を
受
け

て
い
る
者
及
び
同
法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
特
定
設
備
検
査
機
関
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
が
行
う

検
査
に
係
る
検
査
設
備
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
の
有
効
期
間
の
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 


